
第４回石川町農業委員会総会議事録 

 

１．  招集年月日   令和２年４月１６日（木）  午後１時３０分  

 

２．  招集場所    石川町役場  ３階  議場   

 

３．  議案  

 

（１）議案第１７号  

   農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定の

件  

（２）議案第１８号  

   現況確認証明に対する意見決定の件  

（３）議案第１９号  

   石川町農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定の件  

（４）議案第２０号  

   石川町農地利用最適化推進委員応募者の選考の件  

（５）議案第２１号  

   荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件  

 

 

 

 

 



出席委員    

農業委員   ９名  

１番  角田  義光  ２番  横川  昌英  ３番  金沢  和則  

４番  芳賀  正幸  ５番  緑川  一男  ６番  仲田  昌勝   

７番  緑川  喜友  ８番  遠藤  武重  ９番  佐藤  晴夫  

 

農地利用最適化推進委員   ７名  

１１番  添田   勉  １２番  藤田  浩伸  １４番  近内  繁治  

１５番  小池   力  １６番  福田  正三  １７番  矢内  壮幸  

１８番  齋藤  英幸  

 

欠席委員   １３番  小林  富男  

   

 

事務局    事務局長    武藤  伝  

農地管理係長  三瓶  桂治  

書   記    矢内  康裕  

 



・議  長   本日の出席は１６名です。小林委員より欠席の連絡がありました。定足

数に達しておりますので、只今より第４回石川町農業委員会総会を開きま

す。 

議事録署名人の選出ですが、議長指名でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議ないものと認め、３番  金沢和則委員  ４番  芳賀正幸委員

を指名いたします。 

 

（１）  議案第１７号  

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定の

件  

 

・議  長   それでは議事に入ります。議案第１７号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見決定の件を議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

        農地法第５条第１項番号１についてですが事業計画者は集合住宅建築

を目的とし今回の申請に至っております。なお、申請地は第３種農地です。 

        番号２につきまして事業計画者は事務所及び駐車場設置を目的とし今

回の申請に至っております。なお、申請地は第２種です。 

・議  長   只今説明のありました、農地法第５条第１項番号１を調査しました仲田

昌勝委員に報告を求めます。 

・仲田昌勝委員 農地法第５条第１項番号１の件を調査した結果を報告します。 

        令和２年４月９日木曜日午前１０時から現地で申請代理人の〇〇〇〇、

〇〇〇〇、農業委員会武藤事務局長、三瓶係長と私の５人で現地調査致し

ました。 

        申請地は〇〇〇〇〇〇〇〇の〇〇〇〇〇〇〇〇を南に約１００ｍ入っ

た町道東側に面した場所です。被設定人氏名〇〇〇〇、住所〇〇〇〇〇〇

〇〇、職業林業。設定人氏名〇〇〇〇、住所〇〇〇〇〇〇〇〇、職業農業

で〇〇〇〇です。申請地は〇〇〇〇〇〇〇〇、地目田、地積９３６㎡、使

用貸借による集合住宅建設のための申請です。 



        事業の必要性として、設定人は現在賃貸住宅を２棟所有しており、さら

なる経営安定を図るため今回の賃貸住宅計画となり、当該地域には賃貸住

宅が数少なく需要が見込めることから本計画となりました。土地の選定理

由として、申請地は北側と西側の隣接地は宅地となっているため、集団農

地を分断する位置でなく、近隣農地の営農条件を害することがないことか

ら選定いたしました。 

        土砂の流出等の災害を防止するための措置として、敷地周囲はブロック

塀及び擁壁を設置し、周囲の農地には土砂流出の無いようにします。また、

隣接する〇〇〇〇〇〇〇〇の道路側溝に排水し、〇〇〇〇に放流されるた

め農業用用排水施設を使用しないので支障はありません。南側、東側は農

地ですが、今回の計画による周囲分断はなく、日照についても支障はあり

ません。 

        以上調査した結果、この案件は問題ないと思われますので、皆様の審議

よろしくお願いいたします。 

・議  長   只今報告のあった農地法第５第１項番号１の件について何かご意見等ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第１７号 農地法第５条第１項番号１につ

いて承認するものと決定いたします。 

        続いて農地法第５条第１項番号２を調査されました遠藤武重委員に報

告を求めます。 

・遠藤武重委員 農地法第５条第１項２番農地転用と権利の設定について確認した結果を

報告します。 

        調査日が令和２年４月９日午後１時３０分より、譲受人の〇〇〇〇と譲

渡人の〇〇〇〇は欠席で、代理人の金沢和則さんと、私と、最適化推進委

員の小池力さん、事務局長の武藤伝さんと三瓶係長とで調査しました。 

        場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇から〇〇〇〇〇〇〇〇から〇〇〇〇〇〇〇〇

に入り二つ目の信号を左折して〇〇〇〇〇〇〇〇の下を〇〇〇〇〇〇〇

〇方面へ約２ｋｍ行った所右側に〇〇〇〇の資材置場があり、その手前に

ある〇〇〇〇〇〇〇〇の畑３７４㎡で、現在休耕地となっている所です。 

        転用の目的と選定理由と必要性と権利について、現在の事務所が昨年の



台風１９号により浸水被害にあったため、今後のことを考え事務所を移転

することとし、その敷地の一部として利用するため今回の申請となりまし

た。事務所移転に伴い、従来資材置場として利用していた土地に、事務所、

駐車場を設けるため、できるだけ四角形に近くして利便性を高めるため、

また譲渡人の〇〇〇〇から、〇〇〇〇〇〇〇〇へ移り住んでいることから

土地を買い取ってほしいとの要望もあり、農地ではありますがやむを得ず

選定しました。 

        申請地の隣接状況について、申請敷地の境界にⅬ型擁壁を設置し、既存

の敷地周辺には既存の石積があり、土砂の流出等のおそれはありませんが

災害防止に十分留意します。雨水は敷地内側溝を経由して、汚水等は合併

浄化槽にて処理後敷地内側溝を経由して既存の側溝に流出します。西側に

遊休農地となっている畑が一枚あるだけで周辺の状況から日照等につい

て問題ありません。その他、支障を及ぼすおそれはありません。 

        以上調査した結果問題ありません。皆様の審議をよろしくお願いいたし

ます。 

・議  長   審議に入る前に議案第１７号農地法第５条第１項の規定による許可申請

に対する意見決定の件について３番金沢委員は申請者の代理人ですので、

農業委員会等に関する法律第３１条議事参与の制限により、退席を求めま

す。 

        （金沢委員退席） 

・議  長     只今説明のあった農地法第５条第１項番号２について何かご意見等ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第１７号 農地法第５条第１項番号２につ

いて承認するものと決定いたします。金沢委員の入室を認めます。 

        （金沢委員入室） 

         

 

 

 

 



 

（２）議案第１８号  

   現況確認証明に対する意見決定の件  

 

・議  長   次に、議案第１８号 現況確認証明に対する意見決定の件を議題といた

します。 

事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

・議  長   只今説明のありました現況確認証明の件について調査しました角田義光

委員に報告を求めます。 

・角田義光委員 現況確認証明に対する意見決定の件を調査した結果を報告いたします。 

        ４月９日午前１０時３０分より申請人の〇〇〇〇と事務局の武藤局長、

三瓶係長、佐藤会長、私の５人で現地を確認しました。 

        場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇を石川から〇〇〇〇〇〇〇〇方面に向かい、

〇〇〇〇〇〇〇〇の先２００ｍほど行き右に１００ｍほど入った、〇〇〇

〇〇〇〇〇の地目田１，７００㎡と〇〇〇〇〇〇〇〇の地目畑４２３㎡と

左に２００ｍほど入った、〇〇〇〇〇〇〇〇の地目畑の１６０㎡です。 

        〇〇〇〇〇〇〇〇と〇〇〇〇〇〇〇〇の田と畑は、〇〇〇〇〇〇〇〇沿

いにあり、花木の販売目的に苗木を植えていましたが、現在は木が大きく

なり山林化しており、また去年の水害を受けております。〇〇〇〇〇〇〇

〇の畑は、下に水路が通っておりその上にある細長い畑ですが、現在は水

路の法面状態になっております。どちらの土地も農地には適さないと思わ

れます。 

        以上調査した結果、この案件は問題ありませんので皆様方のご審議野ほ

どよろしくお願いします。              

・議  長   只今報告のあった現況確認証明の件について何かご意見等ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   それでは異議のないものと認め、議案第１８号 現況確認証明に対する

意見決定の件について承認するものと決定いたします。 

         

 



 

（３）議案第１９号  

   石川町農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定の件  

 

・議  長    次に、議案第１９号 石川町農業振興地域整備計画の変更に対する意見

決定の件を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

        農業振興地域整備計画の変更についてですが、まず、編入が３件となり

ます。変更理由については農地の集団化と担い手への集約化をはかるため

復興再生基盤整備事業により区画整理されるためとなります。 

        続きまして、除外については母畑パイロット開発事業関係が６７７件、

公衆用道路が１９４件、錯誤６件となります。変更理由についてですが国

営母畑地区総合農地開発事業の換地が平成９年に完了しました。対象地は

山林及び原野でありますが、当初の開発計画に上がっていたことから農用

地地区に指定されたままであり、今後農業施策を実施する予定もないため

農用地から除外するものです。また、公衆用道路についてはすでに国道や

県道又はその道路敷きとなっている状態で農用地に適当でなく除外する

ためです。 

・議  長   只今説明のあった石川町農業振興地域整備計画の変更について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第１９号石川町農業振興地域整備計画の変

更に対する意見決定の件については承認するものと決定いたします。 

           

 

（４）議案第２０号  

   石川町農地利用最適化推進委員応募者の選考の件  

・議  長   次に議案第２０号 石川町農地利用最適化推進委員応募者選考の件につ

いて議題といたします。 

       事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

        なお、農地利用最適化推進委員につきましては、４名の増員があり各地



区２名の配置となり全員で１２名です。 

        また、新たな農地利用最適化推進委員の決定並びに委嘱については新た

に任命された農業委員会で行うため今回の議案は推薦があった者を候補

者として７月に行われる農業委員会の臨時総会に上程して良いか決定す

るものです。 

・議  長   １１番添田勉委員、１５番小池力委員、１６番福田正三委員、１８番斎

藤英幸委員は応募者でありますので、ここで退席願います。 

（各委員退席） 

・議  長   それでは、石川町農地利用最適化推進委員応募差について質疑に入りま

すので、ご意見ある方の発言を求めます。 

        （「意見なし」の声あり） 

・議  長   それではお諮りいたします。石川町農地利用最適化推進委員の審議につ

いては一括審議といたします。何かご意見ございませんか。 

        （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議なしの声以外ないようですので採決に入ります。石川町農地利用最

適化推進委員応募者を候補者として７月の臨時総会に上程することにつ

いて承認される方の起立を求めます。 

        （全員起立） 

・議  長   それでは賛成多数ですので、全ての石川町農地利用最適化推進委員応募

者を候補者として７月の臨時総会に上程することについては承認されま

した。 

        退席されました委員の入室を認めます。 

        （各委員入室） 

 

（５）議案第２１号  

    荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件  

・議  長   次に議案第２１号 荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件を 

       議題とします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

・議  長   只今説明のありました荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定につ

いて、一括で審議することに何かご意見等ございませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

・議  長   それでは荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定について、何かご

意見等ございませんか。決定についてご意見等がある場合は議案書の番号

を述べてから発言されますようお願いいたします。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第２１号荒廃農地に係る非農地判断に対す

る意見決定の件について番号１から番号６４を一括して承認するものと

決定いたします。 

        以上で本日提案されました議案は、すべて終了いたしました。これで本 

日の会議を閉じます。 

 

午後２時０５分 

 

 この議事録は書記が作成したもので、その内容に相違ないことを証するた

め署名する。  

            令和２年４月１６日  

            石川町農業委員会  

       石川町農業委員会  会長                  

 議事録署名人   ３番           

                    ４番           


